
総
務
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
４
件
を
原
案
可
決

原城温泉 真砂（原の館）
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松
永
忠
次 

委
員
長

　
　
　
会
計
年
度
任
用
職
員

は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
採
用

さ
れ
る
の
か
。

　
　
　
各
課
で
、
募
集
等
ま

た
は
公
募
等
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
会
計
年
度
任
用
職
員

の
人
数
は
。

　
　
　
令
和
５
年
６
月
１
日

現
在
で
２
８
０
人
で
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
）

〔
人
事
課
の
説
明
〕
人
事
院

勧
告
に
基
づ
く
特
別
職
の
国

家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準

じ
、
期
末
手
当
の
支
給
率
を

改
正
す
る
も
の

　
　
　
来
年
４
月
か
ら
の
特

別
職
の
引
き
上
げ
分
の
金
額

は
い
く
ら
か
。

　
　
　
年
間
で
市
長
が
10
万

50
円
、
副
市
長
７
万
７
，
９

７
０
円
、
教
育
長
７
万
35
円
、

議
長
５
万
25
円
、
副
議
長
４

万
１
，
９
７
５
円
、
議
員
４

万
20
円
で
あ
る
。

　
　
　
今
回
の
12
月
期
末
手

当
が
そ
う
な
る
の
か
。

　
　
　
今
年
度
分
か
ら
上
が

り
、
６
月
は
す
で
に
支
給
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
分
は

こ
の
12
月
に
プ
ラ
ス
し
て
支

給
さ
れ
る
。

（
討
論
は
な
く
、採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
）

　
　
　
こ
の
議
案
は
、
市
長

の
政
策
で
条
例
改
正
を
す
る

の
か
。

　
　
　
今
ま
で
指
定
金
融
機

関
の
協
力
に
よ
り
、
督
促
手

数
料
の
徴
収
を
し
て
き
た
が
、

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
全

国
の
金
融
機
関
が
統
一
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
を
導
入
し
、
機
械

処
理
と
な
っ
た
た
め
、
来
年

の
４
月
１
日
以
降
、
確
認
協

力
事
務
が
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
督
促
手
数
料
徴
収
は
非

効
率
的
で
、
難
し
い
と
判
断

し
、
今
回
提
案
し
た
。

（
討
論
は
な
く
、採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
）

〈
総
務
部
関
係
〉

　
　
　
勤
勉
手
当
と
は
ど
の

よ
う
な
手
当
か
。

　
　
　
職
員
の
勤
務
成
績
に

対
し
て
支
給
す
る
も
の
。

　
　
　
勤
勉
手
当
は
全
部
同

じ
査
定
を
す
る
の
か
。

　
　
　
支
給
率
は
基
準
の
率

が
あ
り
、
そ
れ
に
人
事
評
価

を
行
い
、Ｓ
、Ａ
、Ｂ
、Ｃ
、Ｄ

の
５
段
階
が
あ
る
。Ｂ
が
標

準
で
、Ｃ
、Ｄ
の
方
に
つ
い
て

は
、
支
給
率
を
下
げ
て
支
給

を
し
て
い
る
。

〈
地
域
振
興
部
関
係
〉

〔
地
域
づ
く
り
課
の
説
明
〕 

歳
出
：
南
島
原
市
地
域
総
合

整
備
資
金
貸
付
金
４
千
万
円

の
増
額
は
、
市
内
の
事
業
者

か
ら
地
域
総
合
整
備
資
金
借

入
申
込
申
請
に
基
づ
き
、
貸

付
を
実
行
す
る
ふ
る
さ
と
財

団
調
査
等
の
結
果
に
よ
り
、

適
当
と
認
め
ら
れ
た
た
め
増

額
す
る
も
の

　
　
　
地
域
総
合
整
備
資
金

貸
付
金
に
関
し
て
、
事
前
着

工
を
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
事
前
着
工
さ
れ
て
い

る
。

　
　
　
７
月
に
申
請
さ
れ
た

と
の
こ
と
だ
が
、
ど
れ
く
ら

い
で
決
定
が
く
る
の
か
。

　
　
　
ふ
る
さ
と
財
団
か
ら

の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、

10
月
に
来
て
い
る
。

　
　
　
７
月
に
申
請
、
10
月

に
着
工
許
可
と
の
こ
と
だ

が
、
許
可
前
の
着
工
は
で
き

る
の
か
。

　
　
　
申
請
者
が
金
融
機
関

か
ら
借
入
の
承
認
を
頂
い
て

着
工
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ふ

る
さ
と
融
資
に
つ
い
て
は
、

そ
う
い
っ
た
事
業
者
を
支
援

す
る
た
め
の
制
度
な
の
で
、

完
成
す
る
前
ま
で
に
申
請
を

出
せ
ば
融
資
の
対
象
に
な
る
。

〔
商
工
観
光
課
の
説
明
〕

歳
出
：
原
の
館
指
定
管
理
料

２
，
５
０
０
万
円
は
、
原
城

温
泉
真
砂
の
分
で
、
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
を
受
け
、
令
和
４

年
度
末
の
累
積
赤
字
が
２
，

５
５
８
万
円
に
膨
ら
み
、
安

定
し
た
運
営
を
支
援
す
る
た

め
に
支
出
す
る
も
の

　
　
　
今
回
の
２
，
５
０
０

万
円
は
、
コ
ロ
ナ
が
災
害
で

あ
る
た
め
に
支
出
す
る
の

か
。

　
　
　
通
常
の
運
営
で
赤
字

に
な
っ
た
場
合
、
指
定
管
理

料
は
出
さ
な
い
と
協
定
書
で

う
た
わ
れ
て
お
り
、
災
害
級

の
コ
ロ
ナ
と
い
う
こ
と
で
、

今
回
、
支
出
を
お
願
い
し
た
。

〈
議
会
事
務
局
関
係
〉

（
質
疑
な
し
）

〈
討
論
〉

〇
原
案
に
反
対

　
財
政
を
工
夫
し
、
補
助
金

を
見
直
す
な
ど
節
約
に
努
め

て
い
た
だ
き
た
い
。
真
砂
に

つ
い
て
も
指
定
管
理
者
に
責

任
を
持
た
せ
、
即
、
閉
め
て

も
ら
い
、
新
た
な
管
理
者
を

公
募
で
選
ん
で
い
た
だ
き
た

い
。
２
，
５
０
０
万
円
を
支

出
す
る
こ
と
に
は
反
対
。

〇
原
案
に
賛
成

　
経
費
削
減
も
大
事
だ
が
、

削
減
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
や
質
、

職
員
の
や
る
気
が
低
下
す
る
。

真
砂
は
伸
ば
せ
る
と
こ
ろ
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
前
回
反
対

し
た
の
は
、
危
機
感
を
持
っ

て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
今

回
は
説
明
を
き
ち
ん
と
し
て

頂
い
た
の
で
、
賛
成
す
る
。

起
立
採
決
の
結
果（
賛
成
５
・

反
対
１
）
原
案
可
決
。

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

【
議
案
第
36
号
】 
南
島
原

市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の一部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
37
号
】 

南
島
原

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の一部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
38
号
】
南
島
原

市
税
外
収
入
督
促
手
数
料

及
び
延
滞
金
徴
収
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

「
議
案
第
47
号 

令
和
５
年

度
南
島
原
市一般
会
計
補
正

予
算（
第
６
号
）」に
つ
い
て

文
教
厚
生
委
員
長
報
告
（
概
要
）

・
議
案
５
件
を
原
案
可
決
、
請
願
１
件
を
採
択

口之津保健センター
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中
村
哲
康 

委
員
長

　
　
　
今
回
、
督
促
手
数
料

１
０
０
円
を
廃
止
す
る
理
由

は
何
か
。

　
　
　
十
八
親
和
銀
行
よ
り
、

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、

督
促
手
数
料
を
納
付
書
に
手

書
き
で
追
加
し
て
徴
収
す
る

窓
口
事
務
を
取
り
や
め
る
と

申
し
出
が
あ
っ
て
お
り
、
銀

行
と
支
所
で
の
窓
口
納
付
の

取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
、
事
務
手
続
き

の
見
直
し
を
行
っ
た
た
め
で

あ
る
。

　
　
　
督
促
手
数
料
を
廃
止

し
た
場
合
、
ど
れ
く
ら
い
の

減
収
に
な
る
の
か
。

　
　
　
令
和
４
年
度
の
決
算

で
、
約
１
４
６
万
円
。

（
質
疑
な
し
）

採
決
の
結
果
、
原
案
可
決

　
　
　
口
之
津
保
健
セ
ン

タ
ー
は
、
献
血
会
場
に
も

な
っ
て
お
り
、
隣
の
口
之
津

警
察
署
の
職
員
が
15
名
ほ
ど

来
ら
れ
て
い
る
。
会
場
が
遠

く
な
る
と
、
仕
事
の
合
間
に

来
ら
れ
な
く
な
る
。
献
血
は

全
国
的
に
も
不
足
し
て
い

る
。
ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー

の
周
り
に
は
、
警
察
署
、
図

書
館
、
公
民
館
、
体
育
館
、

社
協
、
小
中
学
校
な
ど
が
集

ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
廃
止

す
る
な
ら
、
個
人
に
売
ら
ず

に
、
市
の
持
ち
物
に
し
て
残

せ
な
い
の
か
。

　
　
　
献
血
場
所
は
口
之
津

港
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
想
定
し
て

い
る
。ま
た
、血
液
セ
ン
タ
ー

に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
警
察

署
が
協
力
し
て
い
た
だ
け
る

な
ら
、
送
迎
を
し
て
で
も
献

血
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

の
こ
と
だ
っ
た
。

　
　
　
口
之
津
保
健
セ
ン

タ
ー
の
利
活
用
に
つ
い
て
市

役
所
内
で
案
は
あ
る
の
か
。

　
　
　
議
決
後
速
や
か
に
、

各
部
局
と
相
談
す
る
。

　
　
　
西
有
家
保
健
セ
ン
タ

ー
に
つ
い
て
、
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
へ
の
転
用
は
、
４
月

１
日
以
降
に
行
う
の
か
。

　
　
　
４
月
１
日
に
、
速
や

か
に
転
用
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

（
反
対
討
論
）

口
之
津
町
の
一
番
の
見
ど
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
先
々
は

使
い
道
が
出
て
く
る
と
思
わ

れ
る
の
で
反
対
し
ま
す
。

　
起
立
採
決
の
結
果
（
賛
成

４
・
反
対
１
）、
可
決

〈
福
祉
保
健
部
関
係
〉

　
　
　
予
防
接
種
健
康
被
害

給
付
金
の
一
人
死
亡
に
関
し

て
、
出
せ
る
情
報
を
教
え
て

ほ
し
い
。

　
　
　
ご
本
人
は
高
齢
の
女

性
１
名
で
、
給
付
費
は
死
亡

一
時
金
と
葬
祭
料
。
令
和
４

年
８
月
に
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

さ
れ
、
接
種
日
の
２
日
後
に

お
亡
く
な
り
に
な
り
、
同
年

10
月
に
、
ご
遺
族
か
ら
市
に

対
し
て
、
国
の
救
済
制
度
に

基
づ
き
請
求
を
さ
れ
、
市
は

同
年
12
月
に
、
県
を
通
じ
て

厚
生
労
働
省
に
提
出
し
た
。

そ
の
後
、
国
の
審
査
を
経
て
、

令
和
５
年
10
月
に
、
厚
生
労

働
大
臣
か
ら
予
防
接
種
法
に

基
づ
く
認
定
の
通
知
が
あ
り
、

翌
11
月
に
県
知
事
か
ら
市
に

対
し
て
、
通
知
の
送
付
を
受

け
た
。

　
　
　
北
有
馬
保
健
セ
ン
タ

ー
の
土
地
購
入
費
の
土
地
の

広
さ
と
単
価
に
つ
い
て
具
体

的
な
説
明
を
。

　
　
　
面
積
は
約
１
，
２
４

４
㎡
で
、
単
価
は
１
㎡
当
た

り
１
万
１
，
７
８
７
円
。
単

価
に
つ
い
て
は
、
南
島
原
市

普
通
財
産
売
払
い
事
務
取
扱

要
項
に
規
定
し
て
い
る
固
定

資
産
税
仮
評
価
額
を
用
い
て

算
定
し
て
い
る
。

　
　
　
出
産
被
保
険
者
の
産

前
産
後
期
間
に
係
る
軽
減
は

ど
れ
く
ら
い
か
。

　
　
　
軽
減
が
該
当
す
る
の

は
、
所
得
割
と
均
等
割
で
、

一
人
当
た
り
均
等
割
り
の
場

合
、
年
額
４
万
６
，
５
０
０

円
に
対
し
、
約
１
万
５
千
円

程
度
の
軽
減
に
な
る
。

（
討
論
な
し
）

採
決
の
結
果
、
原
案
可
決

〈
そ
の
他
の
案
件
〉

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

【
議
案
第
39
号
】
南
島
原

市
税
条
例
の一部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
47
号
】
令
和
５

年
度
南
島
原
市
一般
会
計

補
正
予
算（
第
６
号
）

【
議
案
第
41
号
】
南
島
原

市
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

【
議
案
第
50
号
】
南
島
原

市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の一部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

【
議
案
第
48
号
】
令
和
５

年
度
南
島
原
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
２
号
）

【
請
願
第
３
号
】
ゆ
た
か

な
学
び
の
実
現
・
教
職
員

定
数
改
善
を
は
か
る
た
め

の
、意
見
書
の
採
択
要
請

に
つ
い
て
の
請
願


